
帯保証人からの申請により返還未済額の返還を免除することがあります。 

 (9) 本人、本人の父母等又は連帯保証人が割賦金の返還を延滞したときは、支払 

督促の申立から強制執行に至るまでの法的手続きをとることがあります。なお、 

手続きに要した費用は本人、本人の父母等又は連帯保証人（滞納者）の負担と 

なります。 

■ 連帯保証人に係る事項 

(1) 連帯保証人は、本人が本誓約書によって負担する一切の債務について、本人と 

連帯して保証債務を負い、その履行については関係法令及び本誓約書及び借用 

証書等に従わなければなりません。 

(2) 本人が奨学金の返還を延滞すると、返還未済額の返還を連帯保証人に請求する 

ことがあります。また、強制執行に至るまでの法的措置をとる場合もあります。 

 

■ 誓約書を提出後、本人控用として写しを送付しますので、貸付が終了し借用証書 

を提出するまで大切に保管してください。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

□ 庄原市奨学金に関する各種届け出及び連絡先について 

庄原市教育委員会 教育部 教育総務課 総務係 

〒727-8501 庄原市中本町一丁目 10-1 

電話：０８２４－７３－１１８２ 

西城教育室 

〒729-5792 

庄原市西城町大佐 737-3 

電話：0824-82-2121 

東城教育室 

〒729-5121 

庄原市東城町川東 1175 

電話：08477-2-5111 

口和教育室 

〒728-0502 

庄原市口和町向泉 942 

電話：0824-87-2111 

高野教育室 

〒727-0402 

庄原市高野町新市 1171-1 

電話：0824-86-2111 

比和教育室 

〒727-0301 

庄原市比和町比和 1119-1 

電話：0824-85-2111 

総領教育室 

〒729-3703 

庄原市総領町下領家 280-1 

電話：0824-88-2111 

 

様式第２号 

誓    約    書 

 

                           年  月  日 

 庄原市教育委員会教育長 様 

 

               ［奨 学 生］ 

                                    〒 

                  住 所 

                  氏 名                印 

                     （生年月日：    ・   ・  ） 

                     【決定番号：第庄奨－   号】 

               ［父 母 等］ 

                  住 所 

                  氏 名                印 

                     （生年月日：    ・   ・  ） 

 

               ［連帯保証人］ 

                  住 所 

                  氏 名                印 

                     （生年月日：    ・   ・  ） 

 

                  住 所 

                  氏 名                印 

                     （生年月日：    ・   ・  ） 

 

 私は、庄原市奨学金を     年   月 から     年   月分 まで 

月額      円を借り受けるにあたり、奨学生として庄原市奨学金貸付 

条例、同施行規則及びその他の指示を堅く遵守することはもとより、奨学金の返還 

その他すべての義務を誠実に履行することを誓約いたします。 

 

※・ 連帯保証人の印鑑証明書及び市税の納税証明書を添付してください。 

・ 奨学生が未成年者の場合には、父母等の欄に自署・押印をしてください。 



奨 学 金 振 込 口 座 届 

 金 融 機 関 名 店  舗 名  

銀行・農協  

金庫・組合  

         本店・支店  

         本所・支所  

預金種別 口 座 番 号 
口 座 名 義 

（奨学生本人の名義に限ります。） 

普通 

（総合） 

         

ゆ
う
ち
ょ
銀
行 

通 帳 記 号 

（６桁目がある場合は＊にご記入ください） 
通帳番号（右づめ） 

     ＊         

■ 奨学金の貸付に係る事項 

 (1)  奨学金の貸付は、金融機関に設けられた奨学生名義の預貯金口座に振り込まれ

ます。 

 (2)  奨学金の貸付は、毎月１か月分ずつを当該月に貸し付けるものとします。 

ただし、教育委員会が特別な事由があると認めるときは、２か月以上を合わせて

貸し付けることができます。 

 (3)  奨学生は、毎年度当該学年の在学証明書を提出しなければなりません。 

 (4)  奨学生は、次の事由に該当するときは、速やかに届出を行ってください。 

  ①  休学又は退学したとき。 

  ②  復学したとき。 

  ③  転学したとき。 

  ④  高等学校等を卒業したとき。 

  ⑤  奨学金を必要としなくなったとき。 

  ⑥  住所又は氏名を変更したとき。 

  ⑦  連帯保証人を変更したとき。 

  ⑧ 連帯保証人の住所又は氏名を変更したとき。 

 (5)  次の事由に該当するときは、奨学金の貸付を停止又は休止します。 

  ①  休学したとき。 

  ②  奨学生としての資格を失ったとき。 

  ③  奨学金を必要としない事由が生じたとき。 

④  奨学生として適当でないと認めたとき。 

 (6)  奨学生は、いつでも奨学金の辞退を申し出ることができます。 

 (7)  奨学金の貸付を休止された者がその事由がなくなり届出をしたときは、奨学金 

の貸付けを再開することがあります。 

■ 奨学金の返還に係る事項 

 (1) 奨学金は、貸付終了時に借用証書に連帯保証人の連署及び押印のうえ、提出し

てください。 

 (2) 奨学生は、貸付金額に応じた返還回数で算出された割賦額を、月賦、半年賦、 

年賦若しくは一括のいずれかの方法を選択して返還していただきます。奨学金を 

延滞すると、延滞している割賦金の額に返還期日の翌日から起算して返還する日 

までの日数に応じて、年利１０％の割合で計算した金額が延滞金として課せられ 

ます。 

(3)① 奨学金の返還は、貸付の終了した翌月から起算して６月を経過した後１０年 

以内に返還してください。 

  ② 返還方法は月賦、半年賦、年賦若しくは一括のいずれかを選択してください。 

  ③ 借用証書提出後、返還計画に基づく返還明細書等を送付します。 

(4) 返還期日前に、貸付された奨学金の全部又は一部を繰り上げて返還することが 

できます。その際には、１か月前までに庄原市教育委員会へ連絡してください。 

(5)① 奨学金の貸付終了後、本人、本人の父母等及び連帯保証人の氏名・住所等に 

変更があったときや連帯保証人を変更するときは、直ちに庄原市教育委員会へ 

届け出てください。なお、連帯保証人を変更する場合は、新連帯保証人の印鑑 

証明書と市税の納税証明書が必要です。 

  ② 本人が前項の届出を怠ったため、庄原市教育委員会が本人から最後に届出の 

あった氏名・住所にあてて通知又は送付書類を発送した場合には、延着し又は 

到着しなかったときでも、通常に到着したものとします。 

 (6) 本人が債務（貸付を受けた総額、延滞金及び督促費用）の返還を延滞し、庄原 

市教育委員会から書面による期限の利益を失う旨の通知を受けてもなお滞納を 

解消しない場合は、債務全額について期限の利益を失うとともに、本人の父母等 

及び連帯保証人は直ちにこれらの債務について返還する義務が生じます。 

 (7) 本人が高等学校等に在学中のとき、あるいは生活保護を受けているとき又は 

災害や疾病によって返還が困難になったときは、本人、本人の父母等又は連帯 

保証人からの申請により、返還を一時的に猶予・延期することがあります。 

 (8) 本人が死亡したとき、又は心身の障害によって返還することができなくなった 

とき及び返還義務が生じたときから返還完了までの期間において、継続して３年

以上市内に居住し、引き続き市内に居住するときは、本人、本人の父母等又は連 


